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略  語 
 
ADOS Application of Design and Operation Standards（設計・運用標準の適用） 
ADR Active Debris Removal（積極的デブリ除去） 
AGU American Geophysical Union（アメリカ地球物理学連合） 
APSCO Asia-Pacific Space Cooperation Organization（アジア太平洋宇宙協力機構） 
CNES Centre national d'études spatiales（フランス国立宇宙研究センター） 
CCSDS Consultative Committee for Space Data Systems（宇宙データシステム諮問委員会） 
CONFERS Consortium for Execution of Rendezvous and Servicing Operations（ランデブ・サー. 

ビス運用実施のためのコンソーシアム） 
CSpOC Combined Space Operations Center（連合宇宙運用センター） 
ECOB Environmental Consequences of Orbital Breakups（軌道上破砕の環境への影響） 
EOL End of Life（人工衛星の運用終了後の状態） 
EPFL Ecole Polytechnique Federale de Lausanne（スイス連邦工科大学ローザンヌ校） 
eSpace EPFL Space Center（EPFL 宇宙センター） 
ESSI Earth and Space Sustainability Initiative（地球と宇宙の持続可能性イニシアティヴ） 
FAA Federation Aviation Administration（米国連邦航空局） 
FCC Federal Communications Commission（米国連邦通信委員会） 
GSOA Global Satellite Operators Association（グローバル衛星運用事業者協会） 
IAA International Academy of Astronautics（国際宇宙航行アカデミー） 
IAC International Astronautical Congress（国際宇宙会議） 
IAU International Astronomical Union（国際天文学連合） 
ISON International Scientific Optical Network（国際科学光学ネットワーク） 
IISL International Institute of Space Law（国際宇宙法学会） 
LTS Long-term sustainability of outer space activities   （宇宙活動に関する長期持続可能

性） 
PIRG The U.S. Public Interest Research Group（米国公共利益研究グループ） 
PMD Post Mission Disposal（ミッション終了後の人工衛星等の廃棄） 
SPD3 SPD3-National Space Traffic Management Policy（宇宙政策大統領令 3 号） 
SSA Space Situational Awareness（宇宙状況監視） 
SDS 本文献では、国際会議 IAA Space Debris and Sustainability Conference（国際宇宙航

行アカデミー 宇宙ゴミと持続可能性に関する会議）を SDS と短縮表現している 
SSR Space Sustainability Rating（宇宙持続性に関する格付け） 
STM Space Traffic Management（宇宙交通管理） 
STSC Scientific and Technical Subcommittee（国連宇宙空間平和利用委員会の科学技術小委

員会） 
SWF Secure World Foundation（米国セキュアワールド財団） 
UKSA United Kingdom Space Agency（英国宇宙局） 
UNISPACE United Nations Conference on Exploration and Peaceful Uses of Outer Space（国連宇

宙平和利用会議） 
UNCOPUOS United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space（国連宇宙空間平和利

用委員会） 
UNOOSA United Nations Office for Outer Space Affairs（国連宇宙部） 
WEF World Economic Forum（世界経済フォーラム） 
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1. 本調査の背景および目的 
 
近年、人工衛星の増加とそれに伴うスペースデブリの発生により、軌道上が人工物体で急速に過密状態

になってきている。そのため、人類が今後も軌道を継続的に利用できるよう、様々な国際機関が宇宙環境

保全に向けた警鐘を鳴らし、ガイドライン・基準等を制定している。その結果、人工衛星を使って持続的

に宇宙ビジネスを行っていくためには、人工衛星が高度な環境保全性（環境に優しい人工衛星技術）を有

することが必須となっている。 
実際、産業界が能動的に宇宙環境の持続的利用に資する取り組みを行うインセンティブにつなげること

を目指し、経済産業省も加わる中で、世界経済フォーラムを中心に、国際フォーラム標準として、人工衛

星の宇宙環境の保全性を評価し事業者の格付け認証を行うルールである「Space Sustainability Rating」
（以下、「SSR」と称する）を検討してきた。当該格付けの認証実施機関として選定されたスイス連邦工

科大学ローザンヌ校の EPFL 宇宙センター(以下、「eSpace」と称する）により、2022 年から認証が開始

されたところである。 
SSR により、スペースデブリ除去等の軌道上サービスや軌道環境の持続的な利用に資する更なる技術開

発やその実装等に対するインセンティブが付与され、これらに強みのある企業の追い風となることが期待

される。 
一方で、一部の国・企業が主導して認証ルールを形成していることから、我が国企業の事業活動に悪影

響となりかねない点、我が国から算定方法の改善提案等が通りにくくなる点、認証機関への文書提出が我

が国企業にとってコスト増や情報流出につながりかねない点等、我が国企業の国際競争力への影響も懸念

される。 
本調査では、（１）SSR の最新状況の調査及び我が国宇宙産業振興の観点を考慮した対応方針の検討を

実施して結果をとりまとめるとともに、（２）その他の宇宙環境保全に関する国際ルールの最新動向及び

見通しに関する調査分析を実施する。（３）その上で、（１）及び（２）により確認される SSR 及び宇

宙環境保全に関する国際ルールの最新動向、見通しが、我が国企業や政策に与え得る影響度について分析

を行うとともに、（４）我が国が取るべき戦略及び必要な検討・実行体制について検討し提言としてまと

める。 
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2.2. SSR の運営状況の調査、SSR の今後の普及見通しの分析 
2.2.1. SSR の格付け認証の受審状況・取得状況の調査 

SSR の格付け認証の受審状況・取得状況については、2024 年になって明らかになった。2025 年 1 月時

点で認証を取得したのは OHB Sweden、Steller、TU Delft、Eutelsat/OneWeb の 4 者である。なお、

SSR 協会のウェブサイトには最初の 3 者のみが公開されているが[3]、2024 年 7 月に東京にて内閣府と

SWF （ Secure World Foundation ） が 主 催 し た 6th Summit for Space Sustainability に て 、

Eutelsat/OneWeb の衛星コンステレーションミッションが格付け最高位の Platinum 評価を受けた旨がア

ナウンスされ、認証の授与式が行われており[4]、宇宙環境保全関係者（各国政府関係者や企業、シンクタ

ンク、研究者等）に認知されている。この他に 2024 年時点では受審ミッションが 1 つあるとしていたが、

2025 年 1 月時点では取得したとの情報は得られていない。 
なお、我が国の衛星関連企業については、SSR の認証事業が正式に開始される前に、βテストを受審し

た企業が 1 社あっただけで、受審予定の企業は今のところ見当たらない。 
SSR 協会は、それまで、ESA、MIT、WEF、UT Austin、BryceTech 社の有志から成る steering 

committee が格付けの技術面に関してリードしてきたが、2024 年には Ambassadors という立場となり、

運営自体は SSR 協会の代表・副代表を含む eSpace のメンバーが主導している。また、前節の通り、WG
が最近は開催されていないなど、2023 年に SSR 協会を立ち上げた当時に比べて体制構築が落ち着き、定

常的な認証活動および普及活動に移行した感はある。実際、2023 年までは技術担当者が eSpace 内にいた

が、2024 年度になって、運営関係者は代表・副代表の他に 3 名（うち、1 名はインターン生）となってお

り、技術面を推進するメンバーは見当たらない。ただし、eSpace として、製造から打上げ・運用・廃棄

（大気圏突入）に至るまでに人工衛星が環境に与える影響を評価する、Life Cycle Assessment を研究し

ており[5, 6]、今後、”Life Cycle Assessment Module”として、SSR の評価モジュールの一つに加えること

を視野に入れているとのことである。   
2.2.2. SSR 協会の SSR 普及活動の調査 
前項の通り、現在、SSR 協会は大学研究機関である eSpace が主導しており、2024 年度の主な普及活動

としては次の 3 つの学会活動があげられる。  
1) IAC での” Sustainable Approaches and Impact of Space Transportation Solutions on Earth + 

Space Environment and on General Safety”セッションのオーガナイズ[7]（2024 年 11 月、ミラノ） 
2) IAA（International Academy of Astronautics、国際宇宙航行アカデミー）と EPFL と香港大学と

の主催による国際会議” IAA Space Debris and Sustainability Conference”（以下、SDS）の開催[8]

（2024 年 12 月、香港）   
3) EPFL と Karman Project 、ESA、MIT の共催によるワークショップ“Space Sustainability Course 

- how to design more sustainable missions?、”Space Sustainability: Bridging Initiatives and 
Perspectives”（2025 年 3 月、EPFL）[9]  

これらに加えて、前項で述べた 2024 年 7 月の Eutelsat/OneWeb の認証授与式も、普及活動の一環とし

てとらえることができる。実際、衛星コンステレーション企業の代表格の 1 つである OneWeb（Eutelsat
と合併済）が SSR の認証を取得したことは、一般的には宇宙環境保全にネガティブな影響を与えると考

えられている衛星コンステレーションが高い評価を受けたという点も含めて、一定のインパクトを宇宙関

係者に与えたといえる。  
2.2.3. SSR の今後の普及見通しの分析 

SSR に関しては、前項に示したような普及活動が行われているものの、国際会議 SDS（表 A.2.2 参照）

では次の 2 点が問題点として指摘された。  
1) 表 2.2.1 に示す 3 つの技術的課題がある 
2) Mission Index モジュールは ECOB をベースとしているなど、ESA の研究成果に基づいている部分

が多いが、ESA の関係する衛星は SSR の認証を受審・取得していない  
国内外では、この 2 点が改善されない限り、SSR は普及しないであろうとの見方がある一方で、3.2 節で

述べる通り、SSA（Space Situational Awareness）の専門家には、  
3) DIT（Detectability, Identification and Trackability）モジュールの各評価項目は合理的で、今後、

STM（Space Traffic Management, 宇宙交通管理）を考える上で、参照され得るべきものである  
といった意見もある（表 3.2.1）。このことから、上記 1)が解決されれば、3)と相まって、宇宙環境保全

に資するよい前例（good practice）となり得ると考えられ、SSR 自体が普及しなくとも、SSR の考え方
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や認証評価の枠組みが新たな別の認証評価等に受け継がれる可能性はある。実際、そのような意見は国際

会議 SDSでも出ており、それを受けて、SSR協会代表も、上記 1)の解決に前向きであり、2.1節に示した

意見提示プロセスを通じて、解決に向けて我が国の意見を受け入れる姿勢も確認できている。 
ただし、3.2.1 項に示す通り、SSR のように既に構築・運営されている標準の内容を新規参加者が変更

することは一般には難しく、その変更が自身のビジネスに大きな影響を与えるような企業など、強い動機

を有する関係者が 1)の解決を SSR 協会とともに進めていくことが必須条件となる。 
そして、1)に加えて 2)が解決されれば、すなわち、ESA が自身の関係する衛星（の一部）に SSR の認

証取得を課すことになれば、SSR 自体が普及する可能性はあると考えられる。 

表 2.2.1 SSR の 3 つの技術的課題 
課題 1 6 つの評価モジュールの重みづけ（表 2.1.2）が適切とは言えない。実

際、デブリ発生原因の割合[10, 11]に対応していない。 
課題 2 Mission Index モジュール[12]は未だ研究段階にあり、その定量化方法

は国際的なコンセンサスが得られたものではない。 
課題 3 ADOS モジュールにおける設計標準・ガイドラインへの適合性評価方

法が妥当でない（例えば、粒度・階層の異なる設計標準・ガイドライ
ンを同等に扱ったり、宇宙環境保全には直接的には関係のないガイド
ライン項目が適合性評価の対象になってしまっていたりするなど。ま
た、固体ロケットからの排出物（スラグ）の影響をダブルカウントし
ているという点でも、固体ロケットを用いて打上げる人工衛星にとっ
て非合理的な評価となっている）。 

 
しかしながら、3.1 節に示す通り、欧州において宇宙環境保全に関する別の動きもあることや、民間に

おける他の宇宙環境保全活動の good practice を整理しようとする動きもあることから、  
- 上記 1)、すなわち、表 2.2.1 に示した課題が解決されない限り、SSR の普及は難しいと考えられる 
- 既に SSR の認証が行われている中でこの課題を解決するには、解決に強い動機をもつ関係者（この

課題の解決が自身のビジネスに深く関係する企業など）が必要である 
- 逆にそれらの課題が解決されれば、SSR の考え方は今後、別のルールメイキングに役立てられる可

能性は十分にある  
と考えられる。 

2.3. SSR に対する我が国として取るべき対応方針の検討 
2.3.1 項および 2.3.2 項において、SSR の妥当性や SSR に代わる認証評価の可能性を確認した上で、前

節までの結果も踏まえ、2.3.3 項にて、SSR に対して我が国が取るべき対応方針の案を示す。   
2.3.1. 他の標準・ルール等と SSR との整合性、及び格付け内容の技術的妥当性の検証 
宇宙環境保全のキーとなるデブリ低減に関しては、表 2.3.1 に挙げるようなガイドラインが既に存在し、

これらのうちのいくつかについては、そこに掲げられているデブリ低減策の比較が文献 11 に示されてい

る。SSR の評価項目には、他の標準・ルール等と整合しないものは見当たらない。ただし、2.2.3 項でも

述べた 3 つの技術的課題、すなわち、各評価項目の重みづけが適切とは言えないこと、Mission Index の

技術的妥当性については国際的にコンセンサスが得られたものではないこと、そして、ADOS モジュール

における設計標準・ガイドラインへの適合性評価方法が妥当でないことは、解決すべきと考えられる。実

際、例えば、ADOS モジュールでは LTS ガイドライン[16]に適合しているか否かを自己申告することにな

っているが、LTS ガイドラインは、デブリ低減策にとどまらず、広く宇宙活動の長期的持続可能性に関す

るガイドラインを示しており、必ずしも宇宙ミッションの宇宙環境保全性の評価にはなじまない項目も含

まれている。表 2.3.2 は、LTS ガイドラインの 21 の項目と、SSR の評価項目（表 2.1.1）、ならびに、宇

宙機自身の環境対策との関連性を示したものであるが、この表からも、なじまない項目が含まれているこ

とは明らかであろう。 
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また、我が国宇宙産業の振興という観点で SSR の評価項目を見てみると、表 2.2.1 に示した SSR の技

術的課題にも関連し、以下の 2 点について、我が国宇宙産業に悪影響を与え得る評価方法になっていると

言える。  
- ADOS モジュールが固体ロケットからの排出物（スラグ）の影響をダブルカウントしている 
- 我が国宇宙産業の強みの一つである ADR 技術は「6. Extra Services」に分類され、重みづけが極端

に低い  
一方で、我が国の宇宙活動法との対応をみてみると、必ずしも SSR の評価方法が我が国宇宙産業に不

利なものばかりではないとも考えられる。これについては次項で検討する。   
2.3.2. 宇宙活動法に準拠した宇宙環境保全に係る新たな認証評価の可能性検討 
我が国の宇宙活動法に関するガイドラインのうち、宇宙環境保全に関連する内容を含むものには、案の

段階のものも含めて、以下の 4 つがある。  
G1: 人工衛星の管理に係る許可に関するガイドライン[32] 
G2: 人工衛星等の打上げに係る許可に関する ガイドライン[33] 
G3: 人工衛星等との衝突防止に係るガイドライン [34] 
G4: 軌道上サービスを実施する人工衛星の 管理に係る許可に関するガイドライン[35]  

この中で、ガイドライン G1～G3 は、衛星事業者にとって、自身の衛星ミッションが宇宙環境への影響を

考える上で直接関係のあるガイドラインである。ガイドライン G4 は、自身の事業に直接関係するもので

はないが、軌道上サービス事業者との契約を通じて関係するものである。 
表 2.3.3 には、SSR の評価項目がリストアップされており、表の右には、G1～G4 のガイドラインがそ

れぞれの評価項目に対応している場合、すなわち、それぞれの評価項目と同様の推奨や義務がガイドライ

ン内で記載されている場合には「〇」を記入した。例えば、G3 の「5.1.2 人工衛星の設計上の配慮」には

「人工衛星の識別促進」なる項目があり、ここには、「人工衛星の寸法は地上のレーダーから十分視認で

きる大きさとする。例えば、低軌道衛星であれば直径 10 cm 以上、それより上の軌道で運用する衛星につ

いては直径 50 cm 以上が目安となる。これらの寸法を満たさない場合には、識別に寄与する装置を組み込

む。」と記載されている。これは、SSR の DIT モジュールの「2.1 検出性」で述べられている、「For 
this uninformed case, the Detection analysis asks the likelihood that a spacecraft in a given orbit can 
be detected separately by optical telescopes and surveillance radars.」（衛星に関する情報が与えられて

いない場合には、検出性解析では、所定の軌道にある宇宙船が光学望遠鏡と監視レーダーによって個別に

検出できることが求められる）に対応している。また、ガイドラインの内容が SSR の評価項目と同様と

までは言えないものの、目的は同様と判断されるものについては「△」を記入した。例えば、SSRの DIT
モジュールの「2.4 衛星の特性評価」では、衛星の CAD 等の幾何学データを用いて検出性・識別性を評価

しているのに対し、G3 では上記の通り、「識別に寄与する装置を組み込む」こと、すなわち、積極的に

検出性・識別性を高めることを推奨している。 
表 2.3.3 をみると、Mission Index 1.1 と Data Sharing 4.3、ならびに、DIT 2.4 と ADOS 5.3 以外の

SSR 評価項目は 4 つのガイドラインにて全て満たされることがわかる。なお、ADOS の 5.1 と 5.2 につい

ては、どちらかが満たされればよいものである（ただし、SSR 協会は 5.1 を満たすことを推奨している）。

表 2.3.3 では、5.1 には「〇」がついておらず、5.2 に「〇」がついているが、これは、5.1 は SSR 協会が

推奨するいくつかのガイドライン等の適用やテーラリングの有無を評価するものであり、現時点では G1
～G4 は 5.1 が対象とするガイドライン等には含まれていないためである。一方で、G1～G4 は「自主的に

適用するガイドライン」に相当するのであるため、5.2 については「〇」としている。今後、SSR 協会に

はたらきかけて、G1～G4 を 5.1 が対象とするガイドラインに含めるようにすれば、5.1 が全て〇となる

（それに合わせて、5.2 は空欄となる）。 
4 つのガイドラインで満たされていないもののうち、DIT 2.4 と Data Sharing 4.3 については、いずれ

も、衛星の設計データをあるレベルで公開する、あるいは、SSR 協会にデータを提供することを前提とし

ており、そもそも、我が国の衛星事業者にとっては、安全保障貿易管理等の観点で慎重に対応すべき項目

であると考えられる。また、ADOS 5.3 については、G2 では固体ロケットの排出物（スラグ）について言

及がないために完全には満たしていないと判断し、「△」としたが、打上げロケットがデブリを放出しな

いようにするという基本概念は満たしている。 
以上の点を考慮すると、仮に SSR の評価モジュールから Mission Index 1.1 と、ADOS5.3 の固体ロケ

ットに関する記述を削除し、かつ、DIT 2.4 と Data Sharing 4.3 で提供／公開する設計データを安全保障

貿易管理等の観点で問題にならない程度のものに限定することができれば、「宇宙活動法に則った打上げ

機を用いて、宇宙活動法に則った人工衛星を打上げた場合には、SSR の格付けでは高評価を得られる」と
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以上のことから、上述の 3 つの課題を解決できれば、SSR が国際的に普及する可能性はあると考えられ

る。もしくは、SSR 自体が普及しなかったとしても、今後宇宙環境保全に関する新たな国際ルールが立ち

上がる際等に、SSR の認証評価の枠組みや考え方が参考とされる、あるいは踏襲される可能性がある。 
次に、そのような状況になった場合の我が国への影響について考える。我が国においては SSR 協会に

意見を提示し、SSR の評価方法を適切なものに修正できるプロセスを有していることから、このプロセス

を維持し、SSR の課題解決に向けた意見・助言等を提供し続けることで、SSR が普及した場合において

も一定の発言力を持つことができると考えられる。また、新たな国際ルールの立ち上げの動きが出てきた

場合においても、SSR の認証評価の枠組みや考え方等を活かすことで、我が国が国際ルール形成において

発言力、影響力を持つことができる可能性がある。 
ただし、それには 2 つの条件がある。まず、SSR の評価方法の修正や新ルールの先導には、それを強く

推進するステークホルダ（例えば民間事業者、特に、その修正や先導が自身のビジネスの発展に直結する

ような事業者や、アカデミア、政府等）が必須である。さらに、宇宙環境保全に関する新たな国際ルール

の立ち上げの動きを見落とさないようにするため、最新動向を常時注視する機能も必要である。 
以上を踏まえ、我が国が取るべき対応方針としては表 2.3.4 のようなものが考えられる。 

表 2.3.4 SSR に対する我が国として取るべき対応方針の案 
1） 構築済みの SSR 協会と我が国との関係性を維持し、引き続き情報交換・意見提示プロセスを

確保できるよう努める。 
2） 表 2.2.1 に示す SSR の課題の解決にあたり、引き続き技術的妥当性、我が国産業政策への影

響等を加味した適切な意見出し、助言等を行う。 
3） SSR が今後国際的に普及する、または SSR の設計等が他の国際標準、ルール等に取り入れら

れる可能性に鑑み、引き続き関連する国際活動を注視するとともに、国内ステークホルダ
（民間事業者、研究機関、アカデミア、政府等）間での情報連携等を行う。 
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3. 宇宙環境保全に関する国際ルールの最新動向及び見通し
に関する調査分析 

 
本章では国際会議参加と有識者からのヒアリングを中心に、宇宙環境保全に関する国際

ルールの最新動向及び見通しについて調査した結果をまとめる。 

3.1. 国際会議参加による国際ルールや関連するフレームワーク形成の最新動向調査 
宇宙環境保全に関する国際ルールの最新動向・見通しの調査の一環として、以下の 5 つの国際会議に参

加した。  
1） International Astronautical Congress 2024（IAC2024、2024 年 10 月 14～18 日、ミラノ） 
2） IAA Space Debris and Sustainability Conference（SDS、2024 年 12 月 2～4 日、香港） 
3） American Geophysical Union, Annual Meeting 2024（AGU2024、2024 年 12 月 9～13 日、ワシン

トン DC） 
4） 10th CNES Workshop on End of Life Satellites and Sustainable Technologies（2025 年 1 月 21～

23 日、トゥールーズ） 
5） UNCOPUOS/STSC（国連宇宙平和利用委員会/科学技術小委員会、2025 年 2 月 3～14 日、ウィーン）  

その調査結果のサマリを表 3.1.1 に示す（なお、個々の調査結果は付録 A.1 に記載した）。表内の文章の

上付き文字の 1)～5)は、上記のどの国際会議で特に言及されたかを示している。 

表 3.1.1 国際会議参加による調査結果のサマリ 
1. 宇宙環境保全・宇宙の持続可能性に関しては、PMD や ADR といった従来の議論に加えて、新たな動

きとして、次の 3 つに関する科学的な議論が盛んになりつつある。近い将来、このような議論をベー
スに、ルール・標準が形成されていく可能性はある。 
① 宇宙機の製造から廃棄に至るまでの環境負荷を評価する Life Cycle Assessment（LCA）1) 
② 打上げ機や再突入時の衛星の影響によるオゾン層破壊 2), 3) 
③ ラージ・コンステレーション等が地上からの天文観測に与える影響（Dark and Quiet Skies 問

題）5) 
2. 再突入による環境破壊についてはフランスをはじめ、研究を進めており、例えば、メガ・コンステレ

ーションが実現する将来のシナリオでは、衛星の再突入によって生成される副産物（酸化アルミニウ
ム等）は年間 360 トン以上に達する可能性があるというような試算もなされているが、規制や標準等
のルール化の検討までには至っていない 3)。その一方で、フランスは IAA の Study Group を立ち上げ
ることを検討している 2)。また、オゾン層破壊の計測方法については「標準化」を行い、計測機関間
で共通の評価が可能となるようにすべきとの議論がみられた 3)。 

3. IADC ガイドライン[13]や ISO 24113:2019[18]では PMD 成功確率 90%を推奨してきているが、FSOA
に従って EOL 処理を行った場合、破砕無し、25 年ルール順守、大規模コンステレーション無しとい
う条件で行った結果、PMD 成功確率が 90%であれば物体増加は緩やかとなる一方で、大規模コンス
テレーションがあり、破砕も起きると PMD 成功確率 90%であっても物体数は著しく増加するとのシ
ミュレーション結果が得られている。今後、このようなシミュレーションの妥当性が確認されていく
と、PMD 成功確率の推奨値がこれまでの 90%よりも大きくなる（そのようにルールが変わる）可能
性がある 4)。 

4. STM には SSA が欠かせず、SSA はグローバルにみる必要があることから、技術・設備を有している
ことは強みになることや、Global な SSA ネットワークを構築し、宇宙での事象を直ぐに把握できる
ことが重要との議論がなされた, 4), 5)。例としてロシアの ISON、中国のAPSCOの活動が挙げられた。
例えば、技術・設備が無ければ民間の事故に関する責任を一方的に言われる可能性がある 4)。実際、
2024 年 10 月の Intelsat 33e の破砕に関しては、CNES（Centre national d'études spatiales、フラ
ンス国立宇宙研究センター）は TAROT 望遠鏡ネットワークを用いた観測結果をもとにこの事象が
ケスラーシンドロームを引き起こすことは少ないと主張した一方で、ロシアは（他の破砕の観測デー
タも併せて）ケスラーシンドロームを引き起こす可能性を示唆するなど、（自国・他国の）破砕事象
の環境への影響への評価や原因特定、STMにおける衛星の安全運用、自国衛星の保全のいずれについ
ても、高度な「SSA の技術」と観測ネットワークがないと正確な評価ができない状況にある,5)。 

5. Dark and quiet sky 問題に関しては、UNCOPUOS/STSC にて 2025 年から議題として設定され、各
国が規制と新規技術開発の必要性を表明している。このことから、ルールメイキングが図られる可能
性が示唆される。実際、EUTELSAT 社は UKSA（United Kingdom Space Agency、英国宇宙局）
と協力して、衛星の光学的輝度に関する「Dark and quiet skies」規格の作成に取り組んでいる 5)。ま
た、英国は宇宙環境保全に必要な組織の構成や実施内容、検討すべき技術項目を整理し、今後の計画
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として、「規制ではなく、⾃主的/インセンティブに基づくもの」、「定量的指標と定性的指標の利
⽤」等を掲げている 5)。これらは SSR の基礎をなす考え方に通じるものである。 

6. LTS ガイドラインについては UNCOPUOS/STSC で議論が継続しているが、そこでも、STM 及び
Dark and quiet sky、さらには、STM のコア技術としての SSA について議論がなされている 5)。 

 
このほか、Dark and quiet sky 問題については、IAU（国際天文学連合）がこの問題に対処するセンター

を2022年に設置し、活動を続けている[50]。また、LCAについては、米国のNPOであるPIRG Education 
Fund United States Public Interest Research Group (PIRG) Education Fund（米国公共利益研究グル

ープ (PIRG)教育基金）は連邦通信委員会 (FCC) が 1969 年の国家環境政策法 (NEPA) に基づいて環境へ

の影響を検討するまで LEO 衛星インターネットの打上げを一時停止する公開請願を 2024 年に開始してい

る[49]。PIRG は、環境リスク（低軌道に大量の衛星が配置されることで、衛星の再突入時に大量のスペー

スデブリや汚染物質が大気中に放出される可能性がある）を評価し適切な「規制」を導入するための包括

的な環境レビューが必要であると主張している。 

3.2. 有識者へのヒアリング等による国際ルールの最新動向の識別 
 
3.2.1. 有識者に対するヒアリング 
宇宙環境保全に関する国際ルールの最新動向、ならびに、我が国の産業振興に資する国際ルール形成戦

略について、有識者 5 名にヒアリングを行った。その結果のサマリを表 3.2.1 に示す（なお、個々のヒア

リングの内容については付録 A.2 に記載した）。表内の文章の上付き添え字の A～E は、それぞれ、有識

者 A～E へのヒアリング結果に基づくものであることを意味している。 

表 3.2.1 有識者ヒアリング結果のサマリ 
〇 ルールメイキング全般について 

1. 今後の宇宙環境保全に関連したルールメイキングについては、以下の点を考慮するとよい A。 
- 調達力の高い企業（市場における発言力のある企業）や官の積極的な参加を得ること。 
- 民間企業の経済的利益をできるだけ具体的に（ステークホルダ別に）可視化すること。 
- ステークホルダ全体の利害関係を考え、国内外の仲間づくりを戦略的に実施すること。 

2. 一般に、ルールメイキングには時間がかかり、そこでは人づくり、人脈づくりが重要となるため、
ルールメイキングに特化した組織やミッションを与えられた人物が継続的に対応できるとよい。常
設の機関（シンクタンクというよりは、実務的な機関）が必要ではないか B。 

3. 国際ルールメイキングについては、ルールに対して意見を主張できることが重要であり、主張の根
拠として、国内に技術とルールの双方を持っている事は有利に働く。したがって、上記の機関は、
標準化に知見を有し、かつ、技術にも明るいチーム（技術者、法務関係者、認証関係者からなるチ
ーム）から成るものであるとよい B。 

4. ルールメイキングの際には、技術もルールも透明性が重要であるが、技術については特許等も含
め、中身の開示が困難であることも予想される。その場合、技術の中身ではなく、技術の結果とし
て現れることを評価すればよいのではないかと考えられる（例えば、その技術によって、宇宙環境
保全に関してどのような効果があったのかを論じるなど）D。 

〇 宇宙環境保全に関するルールメイキングについて 
1. いわゆる 25 年ルールのきっかけとなったのは、宇宙空間におけるある物体分布モデルを用いて、軌

道寿命と衝突確率との関係を計算したところ、25 年を境に、衝突確率が大きく下がったからとされ
ている。ただし、PMD は考慮していない。当時と現在とでは宇宙環境が異なるので、いま、同じ計
算をすると、もっと短い年数になると予想される D。 

2. フランスでは、宇宙機の再突入が宇宙環境に及ぼす影響（アルミナ等による影響）について学術研
究が進められている。まだ規制や標準等のルール化には至っていないが、IAA で Study Group を立
ち上げることを検討中である E。 

3. 今後は、デオービットにより再突入した衛星が確実に燃え尽きて残留しないようにするための設計
“Design for Non-Demise” (D4ND)が重要となる。そのための研究を進め、メガ・コンステレーシ
ョンが広がる前に、適切な勧告をする必要がある E。 

〇 STM、SSA に関するルールについて 
1. SSA の場合、座標系が違うだけでもデータのやりとりが大変になる。このような技術的なスタンダ

ードを揃えれば、グローバルなサービスを展開しやすくなるだろう B。 
2. 世界的に見ても、地球全球を完全にカバーしている SSA 機関・事業者があるわけではないようであ

る。SSA の場合、枠組みの構築が重要であり、アジア・太平洋地域でネットワークを組むことが考
えられ、例えば、APRSAF で議論できる可能性がある B。 
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3. 海外では、コンステレーション事業者が中心となって、オペレーションのルール（ベストプラクテ
ィス、ガイドラインのようなもの）を民間主導で作りつつある。一般に、このような場合、民間が
ルールを作った後、政府がそれを国内で法制化し、さらに、それを海外に展開する可能性はある C。 

4. 小さな物体に対する衝突リスク把握や対策に関しては、国際的にも標準はまだない。ここを日本が
主導できればよいかもしれない C。 

5. 新しい分野に必要となる機器の規格や標準をつくることで我が国が世界をリードすることはあり得
る（例えば、SSA 用の望遠鏡の規格をつくるなど）A。 

〇 SSA 関連技術について 
1. 海外では SSA 事業者がコンステレーションの運用（特に、衝突回避運用）を担当している事例もあ

る。日本でも、SSA を利用したコンステレーションの運用技術の開発が必要になってくる可能性が
ある C。 

2. これも含めて、軌道上での life cycle 技術（デブリ低減技術、デブリにならない技術）が日本でも高
まるとよいであろうし、そういった意味で、衛星事業者・運用者は人工衛星の軌道把握能力をより
向上させる必要が出てくるだろう C。 

3. 実際、海外には 2cm程度のものを観測できる SSA事業者があるとされているが、どこまで品質評価
ができているのか、どこまで衝突回避運用に利用できているかは、オープンにはなっていない。こ
のような観測技術の開発は今後重要になるかもしれない。米国では 10cm 以下の物体の観測につい
てプロジェクトを組んでやっている C。 

4. また、例えば、宇宙機の破砕や宇宙機同士の衝突等のトラブルが発生した際、具体的に何が起こっ
たのか、自分が情報を持っていないと、先方の主張に反論ができず、不利益を被る可能性がある。
その意味でも、SSA の技術を有していることは重要 B。 

〇 SSR について 
1. SSR にも DIT モジュールの評価項目には SSA サービスの基準があり、これは参考になる。SSR は

「望ましい姿」を描いており、点数化には課題がないわけではないが、基準を設けている点は有用
である B。 

2. Debris Index については、2010 年頃の段階では、海外ではあまり賛同が得られる状況にはなかっ
た。当初の Debris Index は、一個の物体が軌道上の寿命中に発生する物体の数と定義されていた。
その際に考慮されたのは衝突と爆発であり、回避動作の可能性と推進剤枯渇に対しては係数を乗じ
ることで軽減されていた。衝突頻度は高度で違うため、軌道寿命中に高度が変わる物体については
積分により Debris Index を求める。SSR の Mission Index も、計算法や根拠、数値例を提示するこ
とで周囲からの理解を得やすくするとよいのではないか D。 

3. SSR のように宇宙環境保全に関する活動にインセンティブを与えることは、インセンティブ自体に
加えて、警告という意味でも大事である。実際、衛星事業者にとって、「自分たちの衛星が宇宙環
境に対してどのくらい悪影響を及ぼすものなのか」を確認・自覚することが大事である D。 

4. SSR の Mission Index については、高度 700km 以下ではかなり小さな値になっている点が気にな
る。2017 年の論文をベースにしているように読めるが、その頃はまだラージ・コンステレーション
が実現していないので、現在の状況を踏まえると、異なった値になる可能性がある D。 

5. SSR は、3 つの課題（表 2.2.1）を解決すれば、有効な評価ツールとして活用される可能性がある
E。   

3.2.2. 英国の国際ルール戦略の現地調査 
ここ 1、2年の間に、英国基準協会（BSI）がカイトマーク認証により宇宙活動の認証評価を開始し、英

国王立協会が英国宇宙庁による資金提供のもとで ESSI（Earth-Space Sustainability Initiative）を立ち

上げるなど、英国では宇宙環境保全の国際ルールに関する活動が活発化しつつある。 
ESSI は、産業界、学界、政府、国際機関、金融および保険コミュニティを結集し、英国規格協会(BSI)

を通じて宇宙持続可能性基準の確立を促進するための「原則」と「標準」の開発を開始し、Space 
Sustainability Principles （SSP、宇宙持続可能性原則）を発表している[37]。ESSI には金融・保険業界

が積極的に関与しており、ESSI はこの SSP を「金融および保険業界、そして政策立案者によって国際的

に認められた、グローバルで透明性の高い環境、社会、ガバナンス（ESG）の宇宙持続可能性基準である」

と謳っている。そして、この基準が宇宙セクターのより責任ある行動を促し、宇宙空間の持続可能な利用

を確保することで、宇宙産業へのより大規模かつ広範な投資を誘致し、投資家に対して透明性と信頼性を

提供し、保険やライセンスの整備を支援するとしている。また、英国政府が出版している”Space 
Regulatory Review 2024”[38]には、「英国は、インセンティブ、規制、または法律を適切に活用すること

で、軌道経済全体の主要分野で基準を策定するために業界主導の ESSI が行っている取り組みを支援する

ためのアプローチを示すべきである」との記述があり、英国政府が ESSI の活動を支持していることがよ

くわかる。 
ESSI は 2025 年 1 月に初めて Closed な会議”Leading Global Change through the Earth & Space 

Sustainability Initiative”を開催し、目標達成に向けた今後の取り組みについて議論している（王立航空
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示した Zero Debris Approach[41]も公開されて
いる。また、2025 年 1 月には、放射線や原子
状酸素等の影響による意図せぬデブリの発生
の防止や PMD、軌道上での破壊・衝突の回
避、STM、地上での事故の防止、そして、再
突入による影響の評価および Dark and quiet 
sky 問題（宇宙機やデブリ、および電波による
影響から天文観測を保護する問題）につい
て 、 技 術 資 料 ”Zero Debris Technical 
Booklrt”[24]を発表している。 

GSOA Code of Conduct on Space 
Sustainability [42] 

宇宙の持続可能性に関する 3 つの課題（1. 軌
道上衝突の低減、2. 追跡不可能なデブリの脅
威の最小化、3. 地上からの光学天文学への影
響の最小化）への対策と実践を示した行動規
範。 

Hague Institute for 
Global Justice 

Washington Compact [43] 民間の専門家による、商業宇宙利用の行動規
範を示した協定文書。 

IISL STM に関する認証機関設立 IISL（国際宇宙法学会）が中心となって、
STM に関する認証機関を立ち上げる動きが
2025 年になって出てきている。国に代わって
認証業務を請け負って、衛星の質量と軌道に
基づいてエコタックスを徴収・管理すること
を検討しようとしているようである。我が国
の宇宙環境保全関連の研究者・技術者も含
め、各国の関係者が参加の打診を受けてい
る。 

Paris Peace Forum Net Zero Space Initiative [44] 新たなデブリの発生を抑制し、既存のデブリ
を除去するための行動を起こすことで、2030
年までに宇宙の持続可能な利用を実現しよう
とする関係者のためのプラットホーム。2021
年 11 月に「ネットゼロ宇宙宣言」を出し、そ
の後、2 つのワーキンググループをつくって活
動中。日本企業を含む衛星システムメーカー
や、打上げ事業者、衛星運用事業者、ADR 事
業者、SSA 事業者、ラージ・コンステレーシ
ョン事業者、宇宙機関等が参加。 

SIA Principles of Space Safety [45] 宇宙ミッションの安全な飛行運用を確保する
ことで、宇宙の利用と長期アクセスを保護す
ることを目的とした原則で、SIA に参加する
企業がこの原則に従って宇宙活動することを
謳っている。 

Space Safety Coalition Best Practices for the 
Sustainability of Space 
Operations [46] 

宇宙運用の長期的な持続可能性のために、宇
宙機の運用者や所有者、ステークホルダ等に
対する 9 つのベストプラクティスを示してい
る。多数の宇宙関連事業者や財団等が参加。 

SSR Association Space Sustainability Rating 既述の通り、衛星ミッションの宇宙環境保全
に対する活動の格付け認証事業を実施中。 

Sustainable Markets 
Initiative 

Astra Carta [47] 世界の民間セクターが、政府、国家間組織、
その他の利害関係者と連携して、宇宙関連活
動を持続可能な目標、アプローチ、基準と連
携させるためのロードマップ。 

World Economic Forum Space Industry Debris 
Mitigation Recommendations 
[48] 

宇宙産業界に対するデブリ軽減勧告。 1) 
PMD、2) 衝突回避・マヌーバビリティ・推
進、3) データ共有・軌道上での交通管理、4) 
財務指標、5) 環境容量、6) 政府の責任の 6 つ
の点について勧告している。 

 
この中でも特に、ESSI と IISL はどちらも認証システムの構築を検討し始めていることから、今後もそ

の動向を注視していく必要があると考えられる。 
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3.3. 今後の見通しの分析 
 
3.3.1. 今後普及する可能性がある国際的な取組の分析 

3.1、3.2 節の調査結果より、今後普及する可能性のある取組には以下のものが挙げられる。  
1） まず、ESSI の取組が挙げられる。これまで、宇宙環境保全活動を保険と結び付けようとするアイデ

アは出されてきたが、実現していなかった。しかし、ESSI が金融・保険業界と強く結びつきながら

宇宙持続可能性原則（SSP）を進めようとしていることから、SSP に準拠した何等かの保険商品が生

まれる可能性が出てきた。また、そういった商品が認証評価と結びつく、すなわち、SSP に基づく認

証評価が行われ、評価結果が保険料率等に反映される可能性がある。 
2） 次に、ゼロ・デブリ憲章については、ESA の衛星については確実に普及することになるが、これに

より特別に製造／開発コストが高くなるようなことはないと考えられるため、欧州の民間衛星にも普

及する可能性はある。 
3） また、表 3.2.2 の取組の中では、ESSI、ゼロ・デブリ憲章以外に、Paris Peace Forum の Net Zero 

Space Initiative と Space Safety Coalition の Best Practices for the Sustainability of Space 
Operations が挙げられる。これらは、現時点では普及の可能性は明確ではないものの、多種多様な

宇宙セクターがコミットしていることから、他の取組と比べると、普及の可能性はあると考えられる

（CONFERS については、宇宙環境保全活動というよりは軌道上運用の指針という色合いが強いた

め、ここでは除外した）。 
4） 加えて、まだ学術研究の段階ではあるが、①Life Cycle Assessment (LCA)、② オゾン層大気問題へ

の取組、③ Dark and quiet sky への取組の 3 つは、どれも宇宙活動にとどまらず、地上の活動、地

球環境にも影響を与える、より広い取組となることから、普及の可能性はある。 
5） SSAについては、まだ国際的な規格や標準といったルールは出来上がっていないものの、関連した活

動が活発になってきていること、ラージ・コンステレーションの登場でいよいよ重要視されてきてい

る STM に必須の技術であることから、何等かのルールが普及していく可能性は極めて高い。 
6） SSR は、3 つの課題（表 2.2.1）を解決すれば、有効な評価ツールとして利用される可能性はある。

また、現時点で唯一、認証ビジネスに結びついている取組であることから、今後、同様の認証ビジネ

スが生まれる際、SSRの認証評価の枠組みが利用される可能性はある。さらには、DITモジュールの

評価項目は SSA の評価指標としても参考にされる可能性はある。 
これら以外では、IISL の STM に関する認証機関設立の動きについては、まだ構想段階で具体化していな

いため、普及する可能性を議論できるレベルにはないものの、当面、動向を注視する必要があるだろう。   
3.3.2. 我が国の政策や国内企業の活動に影響を与え得る国際的な取組の分析 

前項に示した 6 つの取組について、我が国の政策や国内企業の活動に与え得る影響は以下のようにまと

められる。  
1） ESSI の取組については、宇宙環境保全に保険企業が本格的に参入したことが、これまでとは大きく

異なる。従来、デブリ問題は短期的には保険には結び付きにくいと考えられてきており、そのような

意見は英国保険企業の有識者にヒアリングでも得られている。しかし、ESSI の取組により、具体的

にどのくらい先の将来になるかはわからないものの、近い将来、欧州で事業を展開しようとする国内

衛星事業者には保険の面で影響を与える可能性が出てきた。 
2） ゼロ・デブリ憲章については、欧州で事業を展開しようとする国内衛星事業者には直接的な影響があ

るものの、特にコストの大幅増等のネガティブな影響の可能性は低い。一方で、ゼロ・デブリ憲章が

普及すると、我が国も政策として対応・追従せざるを得なくなる可能性はある。また、これにより

ADR や PMD の市場が劇的に拡大する可能性は高くないものの、ある程度の拡大は期待できる。 
3） Paris Peace Forum の Net Zero Space Initiative と Space Safety Coalition の Best Practices for the 

Sustainability of Space Operations については、我が国の政策や国内企業の活動に直接的な影響を与

え得るとまでは断言できないが、参加企業同士のつながりを利用できる可能性があるという点で、こ

れらに国内企業が参加することでメリットがある可能性はある。 
4） ①Life Cycle Assessment (LCA)、② オゾン層大気問題への取組、③ Dark and quiet sky への取組に

ついては、現時点では影響を与え得るものではないが、どれも、仮にルールができて普及した場合、

それらのルールに従わない企業は事業に支障をきたすことになり、かつ、どれも環境問題として一般

に理解されやすい取組であることから、海外事業を展開したい国内企業には影響があると考えられる。

特に、①、②については、衛星システム、および、全ての衛星搭載機器に適用可能なルールとなり得



―18― 

るため、特定の企業ではなく、宇宙関連企業全体に影響を及ぼすと考えられる。③については、衛星

構体の開発メーカー、あるいは、その素材メーカーにとって、自分たちの希望する材料を利用できな

くなる可能性があるという点で、影響は小さくない。以上のことから、我が国の政策も、これらの取

組に対応したものにならざるを得なくなると予想される。この 3 つのどれも、海外に比べると、国内

での学術研究は先行しているとは言えないので、今後を見越して、国内で学術研究を進めることも肝

要と考えられる。 
5） SSA については、技術的な規格・標準を揃える活動（例えば、SSA 用の望遠鏡の規格をつくる、

SSA に使用する座標系の規格をつくるなど）が国際的にはまだ盛んになってはいないこと、国内に

SSA 事業者があること、SSA のサービスはグローバルに展開する必要があるものの現時点では地球

全球を完全にカバーしている SSA 機関・事業者があるわけではないことなどから、我が国が政策的

に取り組むことで、我が国宇宙活動の自立性確保や産業振興等に寄与する可能性がある。特に、ラー

ジ・コンステレーションが拡がっている今、軌道上で衛星間のトラブルが生じた際に SSA サービス

を利用できないと不利になる可能性もある（トラブルの原因が自分たちにあるとされてしまうなど）

ことから、国内衛星事業者が SSA サービスを利用できる環境を整えること（国内 SSA 事業者の技術

向上やグローバル展開を支援するなど）が我が国の政策の一つになり得る。また、グローバルなSSA
サービスという観点では、APRSAF などの機会を利用してアジア・太平洋地域で SSA ネットワーク

を組むといったことも、政策、あるいは、国内 SSA 事業者の活動領域となり得る。さらに、SSA の

技術獲得やグローバルな観測ネットワークの実現は、国際市場の獲得にも繋がる。 
6） SSR については、我が国は既に SSR 協会との関係性を構築していることから、SSR に関連した新た

なルールの立ち上がり等の動きに際しては、この関係性を有効利用していくことが肝要。 
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した通り、2024 年 10 月の Intelsat 33e の破砕事故の宇宙環境への影響評価において、SSA 技術に基づく

観測結果が用いられたことも一因だと考えられる。 
さらには、Life Cycle Assessment、オゾン層大気、Dark and quiet sky の 3 つの問題も、大規模コン

ステレーションにより注目されるようになったものといえる。一方で、従来からのデブリ問題については、

デブリが宇宙環境に与える影響の評価指標、すなわち、Mission Index が成熟していないことから、表

2.3.1 に掲げた従来のガイドライン等の議論で収まっており、次の段階にまでは進んでない。逆に言えば、

Mission Index の研究が成熟し、国際的なコンセンサスが得られるようになれば、ルール化が進む可能性

はあると考えられる。 
以上をまとめると、今後ルール形成がなされる可能性のある研究・分野とその影響度は表 4.1.2 のよう

になる。これらについては、表 2.3.1 や表 4.1.1 のようにルール化の主体が決まっているものではないた

め、逆に言えば、我が国の研究者、民間事業者、政府が貢献できる可能性のある分野である。 

表 4.1.2 近い将来、ルール形成がなされる可能性のある研究・開発分野とその影響度 
(1) SSA STM のキーとなる技術であ

り、今後発展する可能性は高
く、それに伴って、ルール化
されていく可能性も高いと考
えられる。 

観測技術の研究の発展と、観測機器やデータ処理の市
場拡大、グローバルネットワーク化等、総じて、SSA
事業の発展が見込まれる（したがって、先んじて研
究・開発を進めることが重要になる可能性がある）。 

(2) LCA まだ研究段階ではあるもの
の、GHG 問題では一般的な考
え方でもあるので、何等かの
法制化も含め、可能性は低く
ないと考えられる。 

衛星開発コストの増大が予想されるが、一方で PMD、
ADR、SSA 分野の市場拡大は見込まれる（国内企業の
中には既に LCA の考え方で衛星を開発している事業者
もあり、そういった事業者にはポジティブな影響が出
る可能性がある）。 

(3) オゾン層大気
問題 

まだ研究段階ではあるもの
の、オゾン層問題自体は一般
によく知られていることか
ら、オゾン層への影響が大き
いという研究の結果が出てき
た場合には、ルール化される
可能性が出てくる。 

固体ロケット開発企業、固体ロケットを用いて打上げ
る衛星事業者、低軌道の衛星事業者にとっては、自身
の活動を低く評価されることになるというネガティブ
な影響が出ると考えられる。一方で、低軌道衛星の材
料の工夫など、新たな市場が生じる可能性もある（そ
の意味で、衛星に利用する素材の研究が重要となる可
能性がある）。 

(4) Dark and 
quiet sky 

メガ・コンステレーションの
発展に伴い、ルール化される
可能性は比較的高くなりつつ
あると考えられる。実際、表
4.1.1 に示した通り、UKSA ら
が検討を始めている。 

メガ・コンステレーション事業者にはネガティブな影
響が出るが、衛星表面素材の工夫などで対応できる程
度のルールであれば、素材市場の拡大が見込まれる
（その意味で、素材研究が重要となる可能性があ
る）。 

(5) Mission 
Index (Debris 
Index) 

この分野の研究が発展し、透
明性が担保された定量化手法
が明らかになれば、ルールに
利用される可能性はある。 

衛星事業者にとって、自身の衛星の環境負荷を定量的
に認識できるという意味で、環境負荷低減への努力を
促すという意味で、宇宙環境保全へのポジティブな影
響は期待される。 
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3) ここで提案する組織については、STM を含む宇宙環境保全について、(a) ルール形成戦略、(b) 認証、

(c) 法務、(d) 技術、(e) 産業振興の 5 つの分野について情報収集や検討を進めながら、5 分野が協力

して 5.1.2 項に示した対応策を実践していく。 
4) また、昨今は、ルール形成戦略室・標準化戦略室等の部署を設置している民間事業者も多いため、

上記の組織が国際動向についての情報を各事業者のそれら部署等にも提供することで我が国産業振

興を支援するとともに、各事業者からの依頼に応じて情報収集等を（有償含め）実施することも考

えられる。  
上記のような、いわゆるルール形成戦略の研究機関としては、海外では例えば以下のような機関が挙げら

れる。  
1. ブルッキングス研究所[51]：米国のシンクタンク。主に経済（および税制）、大都市政策、ガバナ

ンス、外交政策、世界経済、経済開発などの社会科学の研究・教育を行っており、経済研究、外交

政策、ガバナンス研究、世界経済と開発、ブルッキングスメトロの 5 つの研究プログラムが走って

いる。 
2. カーネギー国際平和基金[52]：国際関係のシンクタンクで、ワシントン D.C.に本部を置く。アフリ

カ、アメリカの国内政治、アジア、民主主義・紛争・統治、ヨーロッパ、中東、核政策、ロシア・

ユーラシア、南アジア、技術と国際情勢の 10 個の研究プログラムが走っている。 
3. 王立国際問題研究所（チャタム・ハウス）[53]：英国のシンクタンク。安全保障や経済・貿易、環

境、健康、国際機関、政治・法律、社会、テクノロジーなど、様々な分野について、政策立案に向

けた研究を中心に活動。 
4. ランド研究所[54]：米国のシンクタンク。1200 名以上のエクスパートを有し、安全保障や教育・労

働、健康、社会・経済等について研究。  
また、宇宙関連の研究機関としては、ESPI、SWF、IISL の他、ジョージ・ワシントン大学の Space 
Policy Institute （宇宙政策の研究を専門とし、国際的な宇宙法や政策、規制のルール形成プロセスにつ

いての研究）、UC バークレーの Space Sciences Laboratory（宇宙科学に関する研究を行っており、宇宙

のルール形成や政策に関連する研究プロジェクトの実施）、ASE[55]（Association of Space Explorers、宇

宙探検家協会。35 の異なる国から 325 人以上の宇宙飛行士・宇宙飛行関係者が参加。STM やデブリに関

する研究も実施）などが挙げられる。 
国内では、多摩大学ルール形成戦略研究所[56]が挙げられる。同研究所はプロパーの教授 2 名と客員 27

名から成り、客員はルール形成の専門家だけでなく、工学、科学技術外交、国際標準、国際政策、安全保

障、通商戦略、心理学、公共政策の研究者、政治家、ミュージシャンなど、幅広く集められている。そし

て、経済政策プログラム、影響工作プログラム（他国の世論形成や政策決定に影響を与える国家行動を研

究するプログラム）、社会問題プログラム、そして、ソフトパワープログラム、戦略・地政学プログラム

の計 5 つのプログラムを走らせている。 
以上のような常設の組織を設置することで、他国が形成した、我が国産業振興に不利なルールに従わざ

るを得ない状況を避けることができ、国際動向に対応できる、あるいはリードできる、我が国産業振興に

資する宇宙環境保全活動の取組が期待される。 
他方、我が国において具体的にどのようなステークホルダ、予算等を前提にこのような組織、または機

能が実現可能であるかについては、更なる検討が必要である。 
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付 録 
 
A.1 海外動向調査概要 
本調査研究では、以下の国際会議にて調査活動を行った。  

1） International Astronautical Congress 2024（IAC2024、2024 年 10 月 14～18 日、ミラノ） 
2） IAA Space Debris and Sustainability Conference（SDS、2024 年 12 月 2～4 日、香港） 
3） American Geophysical Union, Annual Meeting 2024（AGU2024、2024 年 12 月 9～13 日、ワシン

トン DC） 
4） 10th CNES Workshop on End of Life Satellites and Sustainable Technologies（2025 年 1 月 21～

23 日、トゥールーズ） 
5） UNCOPUOS/STSC（国連宇宙平和利用委員会/科学技術小委員会、2025 年 2 月 3～14 日、ウィーン）  

その内容の概要を表 A.2.1～表 A.2.5 に示す。 

表 A.2.1  IAC2024 での調査概要 
会議目的 年に 1 度開催される、宇宙活動に関する世界最大の国際会議であり、各国・機関の宇宙開

発計画、学術研究成果の発表、今後の宇宙に向けたビジョン形成等を目的として、世界の

宇宙関係機関や企業、大学等の関係者が参加。IAA（国際宇宙アカデミー）も併せて開催

された。 
開催期間・場所 2024 年 10 月 14～18 日、ミラノ 
本事業との関連 2024 年のテーマは「Responsible Space for Sustainability」であり、宇宙の持続可能性、

宇宙環境保全に関連したセッションが多く設けられた。その中で、「宇宙環境保全」に関

連した情報収集・意見交換を行うとともに、SSR 協会とアジア太平洋での活動についての

打ち合わせを実施した。 
宇宙環境保全に

関する国際ルー

ルに関する特記

事項 

1） SSR の Mission Index を構成するパナメーターである“Space Capacity”はいまだ

定量的な評価が議論のままであり、SSR が“Space Capacity”を主要パラメーターと

して扱う限り、学術的な観点での議論は行えるものの、定められた「標準」及びそれを

基にした「認証プロセス」としての活用は困難であることを確認した。なお、今回の

IAC では“Space Capacity”に１セッションをとって議論が行われた。 
2） 宇宙機の Lyfe Cycle Assessment（LCA）についてのセッションが IAC に新設された。

製造過程での GHG の排出量算出の発表が多く、飛翔中あるいは回収に伴う評価は見ら

れなかった。製造過程の LCA を評価モジュールとして SSR に取り込む提案や評価プロ

セスの標準化に関する議論もみられ、今後注視が必要である。 

表 A.2.2  IAA Space Debris and Sustainability Conference（SDS）での調査概要 
会議目的 宇宙の持続可能性に関する最新のトレンドについて議論することを目的に、IAA、EPFL、

香港大学の主催で初めて開催した国際会議。 
1) デブリの脅威の規模、リスク、コスト（モデル化、監視、測定） 
2) デブリの緩和策（どのようなプロセス／技術が利用可能か／開発中か？） 
3) データ収集とデータ共有（デブリ問題に対処するために不可欠な側面） 
4) 低軌道の国際規制（安全で持続可能な宇宙のための進歩、落とし穴、政策遵守と協

力） 
5) 規制のない低軌道へのアクセスが地上からの天文学にもたらす脅威と啓発 
6) ADR の経済性 

開催期間・場所 2024 年 12 月 2～4 日、香港 
本事業との関連 宇宙環境関連分野で今後ルールメイキングが行わる可能性がある分野の動向調査、ならび

に、SSR の分析結果・改善提案に関する発表を行った。 
宇宙環境保全に

関する国際ルー

ルに関する特記

事項 

1） 再突入による環境破壊（アルミナ等）に関してフランスが検討していることを確認し

た[50]。ただし、検討はしているものの、学術的な研究段階ではあり規制や標準等のル

ール化にはまだ課題が多いとのことであった。フランスは、IAA で Study Group を立

ち上げることを検討しており、日本からの参加を期待している。 
2） SSR の分析結果・改善提案に関する発表に対しては、フランスから、「（SSR は必要

ないと考えていたが）、提案通りに改善すれば利用する価値はある。SSRを「標準」と

することには反対だが、提案の通りにすれば有効な評価ツールとして活用できる。SSR
協会にも申し入れる」との意見を得た。そして、フランスは実際に SSR 協会代表に対
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して「提案に従って改善すべき」と指摘し、その結果、SSR協会代表から、提案通りに

改善する旨の申し入れを受けた。 

表 A.2.3  AGU2024 での調査概要 
会議目的 地球科学に関する学術研究を発表・議論することを目的とした世界最大規模の国際会議。

宇宙環境保全に関しても地球科学の視点で議論する国際会議である。 
開催期間・場所 2024 年 12 月 9～13 日、ワシントン DC 
本事業との関連 宇宙環境関連分野で今後ルールメイキングが行わる可能性がある基礎科学分野の動向調査

を実施した。また、先行事例調査として、科学研究を起点として環境保全で既にルールメ

イキングが行われている分野（地球温暖化等）の事例調査を行った。 
宇宙環境保全に

関する国際ルー

ルに関する特記

事項 

大規模コンステレーション及び打上げ機の増加に伴う各種の最新成果が発表された。その

中で特筆すべきものとして、以下のものが挙げられる。 
1） 過去に、米国ではスペースシャトルの初期に固体ロケットブースターのオゾン層破壊が

懸念され、関連研究が行われた。その時点ではスペースシャトルの打上げ機数程度では

オゾン層はすぐに修復されるという結果であった。しかし、近年の打上げ機増加に伴

い、当時の実測データの再評価が行われている。実測データでは明瞭にオゾン層の減少

がみられる。今後、打上げ機数の増加に伴う、再評価の動向のフォローが必要である。 
2） 大規模コンステレーションの影響は打上げ機と異なり実測や定量評価が困難である。そ

こで、原子スケールの分子動力学シミュレーションを使用して、大気圏再突入時の衛星

のアルミニウム含有量の酸化プロセスを調査した例がみられた。この研究では、2022 
年に再突入する衛星の数により、大気中のアルミニウムが自然レベルより 29.5% 増加

し、中間圏に注入される酸化アルミニウムが約 17 トンになることを示していた。ま

た、メガ・コンステレーションが実現する将来のシナリオでは、衛星の再突入によって

生成される副産物は、年間 360 トン以上に達する可能性があり、酸化アルミニウムのナ

ノ粒子は大気中に何十年も残留する可能性があるため、重大なオゾン層の破壊を引き起

こす可能性を示唆していた。 
3） 一方、オゾン層の破壊量の定量的な評価や残留粒子（エアロゾル）による温暖化への影

響評価は研究途上であり、ルールメイキングまでには時間を要すると推定された。 
環境保全で既にルールメイキングが行われている分野（地球温暖化等）の事例調査を行っ

た。その結果は以下の通りである。 
1） 現在の地球温暖化の規制や抑止に関するルールは全て「積算方式」で行われており、衛

星計測データや地上・航空機・ゾンデ等からの観測データを温暖化の規制・抑止にどの

ように反映するか未だ明確なルールがない。欧州では先行してルールメイキングとそれ

に伴う欧州産業の優位性確保の戦略が検討されているが、AGU ではそれに関する議論

は見られなかった。 
2） 一方、上記の計測方法について AGU においても「標準化」を行い、計測機関間で共通

の評価が可能となるようにすべきとの議論がみられた。宇宙環境保全のルールメイキン

グに対する直接的な「手本」にはならなかったものの、先行する「環境保全」のルール

メイキングとして、議論やまとめ方、チーミングの方法等、今後の動向を注視する必要

がある。 
 

表 A.2.4  CNES Workshop on End of Life Satellites and Sustainable Technologies での調査概要 
会議目的 人工衛星の寿命終了時の技術（廃棄技術等）やアイデアについて議論し、宇宙の持続可能

性における現在および将来の課題に対処する方法を探ること、ならびに、この分野の専門

家間の協力と知識の共有を促進することを目的としたワークショップ。 
開催期間・場所 2025 年 1 月 21～23 日、トゥールーズ 
本事業との関連 PMD に関連した技術や標準、best practice、再突入技術や再突入状況の観測等についての

調査。人工衛星の信頼性やヘルスモニタリング、ADR 等の終焉技術など、持続可能性に関

連した技術についての調査。 
宇宙環境保全に

関する国際ルー

ルに関する特記

事項 

宇宙環境保全に関する課題について、以下の議論があった。 
1） これまで、大きさ 10 ㎝以上のデブリを注視してきているが、10 ㎝以下への対策はどう

するか課題が残っている。 
2） ADR のようなデブリ除去事業は「技術」と「レギュレーション」の両方が重要であ

る。 
3） STM（STC）のようなホットなトピックについては新しいレギュレーションが必要だ

が、その際には技術イノベーションが重要となってくる。 
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4） IADC ガイドライン[13]や ISO 24113:2019[18]では PMD 成功確率 90%を推奨してきた。

FSOA に従って EOL 処理を行ったときの物体数のシミュレーションを、破砕無し、25
年ルール順守、Large コンステ無しという条件で行った結果、PMD 成功確率が 90%
であれば、物体増加は緩やかとなることがわかった。その一方で、Large コンステが

あり、破砕も起きると PMD 成功確率 90%であっても物体数は著しく増加することがわ

かった。したがって、軌道上でのライフサイクル（デブリにならない仕組み）が重要と

なる。 
5） コンステでは初期の段階で十分な非デブリ化対策を行う必要がある。LTS2.0 ではこの

ことを織り込み、宇宙活動に適用していく必要がある。UNSPACE IV が 2027 年に開

催予定であり、STM 周りの技術対策も進められると推定される。 
6） STM には SSA が欠かせないが、ロシアの ISON、中国の APSCO は活発に活動し国際

協力を行っている。先月の News Week でも報道されたが、中国がペルーに設置する望

遠鏡は科学面を MIT が担当している。 
7） SSA は Global にみる必要があり、技術・設備を有しているところが強い。Global な

SSAネットワークを構築し、宇宙での事象を直ぐに把握できることが重要。例えば、技

術・設備が無ければ民間の事故に関する責任を一方的に言われる可能性がある。 
8） 条件によってシミュレーションの結果は変わるが、今後 50 年で（デブリは）2 倍に増

えることは確実であろう。 
9） ESSB-ST-U-007[36] では、LEO には 5 年ルールを適用し、衝突確率や近地点高度の要

求も含めている。また、以下の項目をさらに詳細化する予定である：(a) clearance 
criteria、(b) probability successful design、(c) COLA（打上げを含む）および STM、

(d) design for removal. 
10） CNESは FSOA遵守のための 3つのツール（STELA：軌道伝搬計算、ELECTRA：打

上げ失敗時や宇宙機の再突入時のリスク計算、DEBRISK：空力効果を考慮したスペ

ースデブリの大気圏再突入シミュレーションツール）を公開しているが、その詳細、

特に、re-entry 評価に関するツールの詳細な説明があった。 
11） 衛星のEOLが近づいた時のLife Extensionの方法を紹介。EOLの際にLife Extension 

を行う場合、推進薬残量の正確な把握は勿論であるが、他にもキーコンポーネントの

動作の信頼性評価・確保が重要とのこと。 
12） 衛星の Life Extension の信頼性確保には現在のガイドラインでは十分でないとのとの

考えから、数学モデルを使って信頼性予測をしている大手企業の発表があった。信頼

性予測はまだ十分なレベルには達していないとのこと。 
13） 国連から、「Sustainability に貢献する場合、インセンティブを与えるような仕組み

も有効であり、その点で SSR は有効なツールの一例である。ただし、環境に対する影

響が明確に示せるようにする必要がある」、との発表があった。 
14） デブリの発生要因のうち8%はバッテリー起因であることから、破砕が起こらないバッ

テリーの開発を行っている、との企業による発表があった。 
15） Astroscale 社や GMV 社、Clearspace社等による、ADR に関する研究・開発・実証に

関する発表があった。 
16） CNES で研究している Debris Index の紹介があった。基本理論は SSR の Mission 

Index と同じであるが、仮定や破砕の進展等、細かな点で異なる。Debris Index の

適用先として SSR で活用できる旨の紹介があった。 

表 A.2.5  UNCOPUOS/STSC での調査概要 
会議目的 宇宙平和利用に関する科学技術について議論することを目的とした委員会。 
開催期間・場所 2025 年 2 月 3～14 日、ウィーン 
本事業との関連 宇宙環境保全に関連した議題、特に、「Dark and quiet skies, astronomy and large 

constellations: addressing emerging issues and challenges（議題 XIII.）」、「Long-term 
sustainability of outer space activities （議題 VIII）」、「Space debris（議題、

III.）」、及びこれらの議題において重要な技術基盤となる宇宙交通管理（STM）、宇宙状

況認識（SSA）、その他、各国のステートメント等についての調査。 
宇宙環境保全に

関する国際ルー

ルに関する特記

事項 

[1] 各国等のステートメントは以下の通りに整理できる。 
(1) 今回から議題として設定された、Dark and quiet skies, astronomy and large 

constellations: addressing emerging issues and challenges（以下、Dark and quiet 
sky と記す）については、各国等から以下のようなステートメントがあった。 
1） 米国やフランス、オーストラリア、ドイツ、欧州天文学会 （EAS）、宇宙世代

諮問評議会（SGAC）が、大規模な衛星コンステレーションが天文学的観測に
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与える影響について議論し、光害や電波干渉の問題を提起。さらに、フランス

は、自国で関連する宇宙機設計標準の策定を行っていることを紹介。 
2） 中国やイタリア、チリ、メキシコ、スクエアキロメートルアレイ天文台

（SKAO）も、光害や電波干渉の問題を提起し、暗く静かな空を保護するため

の国際協力の重要性を強調。 
3） ニュージーランドやロシア、韓国、ブラジル、コロンビア、ペルー、国際天文

学連合（IAU）も、大規模な衛星コンステレーションが天文学に与える影響を

最小限に抑えるための技術的対策を提案。 
4） 英国やスペイン、カナダ、南アフリカ、インドネシア、宇宙研究所（OSI）、

アフリカ天文学会は、暗く静かな空を保護するための規制アプローチと技術革

新の必要性を強調。 
そして、ステートメント等の内容から、以下の共通意見を確認できる。 

1） 近年、宇宙における通信やインターネット接続の需要が増加しており、多くの

通信企業が大規模な衛星群を軌道上に展開している。これにより、天文学者た

ちが観測を行う際に大きな影響が出ている。各国等のステートメントでは、こ

れらの問題の重要性を強調するとともに、大規模な衛星群が天文学的観測に与

える潜在的な影響や課題について紹介している。各国とも本件を問題視してお

り解決策を策定すべしとの論調は共通している。 
2） 大規模な衛星群や人工光による影響を最小限に抑えるために、天文学者や通信

企業、政府機関などが協力して解決策を模索することが必要であるとしてい

る。新たな技術や規制の導入、情報共有の重要性などが議論されており、天文

学と大規模な衛星群が共存できる環境の構築、という点では一致している。 
(2) LTS についての各国のステートメントの趣旨は次のように分類できる。 

1） 米国、オーストラリア、イラン：新しい技術と政策の導入を提案。 
2） オーストリア：技術開発と国際協力の必要性を強調。 
3） 英国、ロシア、スペイン、サウジアラビア、UAE、エジプト：国際協力の重要

性を強調（協力を呼びかけ）。 
4） ニュージーランド：規制枠組みの必要性を強調。 
5） 中国：国際的なガイドラインの重要性を強調。 
6） フィリピン：教育と能力構築の重要性を強調。 

そして、ステートメントの内容から、以下の共通意見を確認できる。 
1） 宇宙活動の長期的な持続可能性に向けた枠組みの必要性：議論では、宇宙活動

を持続可能な形で行うための国際的な枠組みや必要であり、その際、LTS ガイ

ドラインが重要となる。 
2） スペースデブリ対策の重要性：スペースデブリは宇宙空間での安全性や持続可

能性に影響を与える重要な課題であり、スペースデブリの監視・追跡（SSA）

や除去（ADR）の取り組みが必要である。 
3） 国際的な協力と情報共有の重要性：宇宙活動の持続可能性を確保するために

は、国際的な協力や情報共有が不可欠であり、国際社会が連携して宇宙空間の

安全性や環境保護に取り組むことが重要である。 
ただし、LTS ガイドラインについて重要性や国際的な協調の必要性は強調されつつも、

具体的な implementation の促進や、SSA や ADR に関する新しいガイドライン項目の

具体的追加についてはあまり強調されていない。 
(3) スペースデブリに関する各国のステートメントの趣旨は次のように分類できる。 

1） 日本や米国、米国、フランス、イタリア、スロバキアは、スペースデブリの管

理と除去のための新しい技術と政策の導入を提案。 
2） ニュージーランドやブラジルは、スペースデブリの増加に対する懸念とその管

理のための技術開発の重要性を強調。 
3） ロシア、サウジアラビア、イラン、インドネシアは、スペースデブリの管理と

除去のための国際協力の必要性を強調（国際協力を呼びかけ）。 
4） 中国やカナダ、韓国、インド、マレーシアも、スペースデブリの管理と除去の

ための技術開発と国際協力の必要性を強調。 
そして、ステートメントの内容から、以下の共通意見を確認できる。 

1） スペースデブリの増加とリスク：各国とも一般的な前置きで、スペースデブリ

のリスクの認識を国際社会と共有していることをアピールしている。 
2） スペースデブリの監視と除去の必要性：スペースデブリの監視と追跡が重要で

あり、宇宙機器や人工衛星の運用におけるリスク管理に貢献する。さらに、
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ADR 技術の研究と開発も進められており、ADR 活動が重要な課題となってい

る。 
3） 国際協力と規制の強化：スペースデブリの問題は国境を越えるため、国際的な

協力が不可欠である。国際社会による規制の強化や宇宙活動の持続可能性に向

けた取り組みが必要。また、スペースデブリに関するデータの共有や情報交換

も重要な要素となっている。 
(4) STM に関する各国のステートメントの趣旨は次のように分類できる。 

1） 日本やインド、韓国、インドネシアは、技術開発と国際協力の必要性を強調。 
2） イタリアは先進的な追跡システムの開発を提案。 
3） フランスやブラジルは国際的な枠組みの構築を提案。 
4） オーストリアやベラルーシ、コスタリカも国際協力の強化を呼びかけ。 
5） ロシアはデータ共有と国際協力の重要性を強調。 

そして、ステートメントの内容から、以下共通意見を確認できる。すなわち、宇宙空間

における活動の増加に伴い、宇宙空間での衝突リスクの最小化や持続可能な運用の促

進、運用やデータ共有を調整するための国際的な枠組みの必要性が強調されている。ま

たそれに伴う STM のルールの制定についても意見がだされている。 
(5) SSA に関する各国のステートメントの趣旨は次のように分類できる。 

1） 日本やフランス、イタリアは宇宙状況把握のための技術開発と国際的なデータ

共有の重要性を強調。 
2） インドや韓国、インドネシアも技術開発と国際協力の必要性を強調。 
3） オーストリアやベラルーシ、コスタリカは国際協力の強化を呼びかけ。 
4） ロシアも監視システムの重要性と国際協力の必要性を強調。 
5） ブラジルは国際的な枠組みの構築を提案。 

そして、ステートメントの内容から、以下共通意見を確認できる。すなわち、宇宙物体

の追跡や識別、位置の把握によって、宇宙空間での安全性を向上させるため、SSA の技

術強化、国際協調（特にデータ共有）は必須の課題であり、SSA は LTS ガイドライン

の実装、スペースデブリ対策、Dark and quiet sky 等、環境保全に関する各種問題に対

し重要な役割を果たす。 
[2] 次に、上記の各項目の議論について、ルールメイキングの視点で整理すると、以下の通

りとなる。 
(1) Dark and quiet sky 

30 以上の国や機関が意見表明をしている。ただ、今年から公式議題（5 年間で報告を

まとめる）に上がったものであり、多くの国が Dark and quiet sky の保持と大規模コン

ステレーション等の宇宙開発とのバランスを良く配慮すべき、との抽象的な意見が多か

った。但し、両者のどちらを重視するかは国・機関によって若干の温度差がみられた。

また、Dark and quiet sky は単に天文の問題に限定されないとの意見も多くみられた

（STSC の場なため明示は避けつつも（他国の）安全保障に関する衛星の識別・検知や

自国の安全保障衛星からの観測に障害がでる、との意見と推定される）。 
ロシアからは、Dark and quiet sky は大規模コンステレーションと天文学との問題に

とどまらない。デブリ増加や小型衛星の増加による混雑に直結している問題である旨が

主張され、この問題への取り組みを急ぐべきとの指摘があった。 
イランからは、「天文への影響が大きい。光学、電波とも天文に影響を与える。デブ

リの発生源になる。衝突リスクも高まるし、打上げウィンドウも狭まる。大規模コンス

テレーションにはネガティブである。開発国にとっては宇宙利用機会が狭まる」、と

Dark and quiet sky が深刻な問題であることが協調された。 
ステートメントでは各国から「規制」と「新規技術開発の必要性」が表明されてお

り、今後、ルールメイキングが図られる可能性があると考えられる。ロシアが指摘した

ように STM、デブリ低減への影響もあり、何等かのガイドラインが策定させていくこと

が考えられる。 
フランスや欧州企業の EUTELSAT は、既に光度を抑える設計や設計段階で光度予測

をするツールを整備しており、また、Dark and quiet sky と軌道決定の SSA 精度との二

律背反の課題も検討している。EUTELSAT は、” 我々は、Dark and quiet skies をさら

に保護するための科学的調査の実施において、英国宇宙庁と協力している: 
・ Study 1: 衛星の光学的輝度に関する「Dark and quiet skies」規格の第一次草案 
・ Study 2: 天文観測に必要なエフェメリス・データの精度を理解するための研究 

と早くも UKSA と組んで「標準」の開発に取り組んでいるとのことである。 
なお、2025 年 10 月のマンチェスターで Dark and quiet sky に関し UNOOSA による

ワークショップが開催される予定である。 
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(2) LTS2.0 WG の動向 
現状の LTS のガイドラインへの追加ならびに活用促進策を策定する目的で WG 活動が

開始され、今回の STSC へのレポートでは以下の内容が含まれる見込みである。 
1） 現在の LTS ガイドラインではカバーできておらず課題として認識すべき事項 

a) （大規模）コンステレーション：関連する規制、物体登録、（天文学の保護）、

運用に関するコンタクトポイント、（主権の問題）、定義の必要性 
b) SSA：情報共有、調整 
c) 宇宙機のマヌーバ：（手順）、ルール、要求 
d) 小型宇宙機の設計および運用 
e) ADR 
f) その他の軌道上運用 
g) すべての国々、特に宇宙開発を行う新興国が、宇宙活動およびガイドラインの実

施に包括的に参加することを保証すること 
h) 能力開発と国際協力 

2） 宇宙活動の安全とセキュリティの分野に関してカバーしていない事項。例えば、 
a) 宇宙空間における悪影響の発生を防ぐための、国家の宇宙活動に対する自制措置

の運用および技術的措置の実施 
b) 外国の宇宙物体の運用への干渉の排除 
c) 宇宙環境の改変を控えること 
d) 他国の宇宙関連地上インフラおよび情報インフラの安全とセキュリティを尊重す

ること 
e) 軌道上の宇宙物体を能動的に除去することを目的とした宇宙活動の準備と実施の

ための基準と手順を策定し、実施すること 
f) 宇宙物体の破壊のための作業を安全に実施すること 
g) 未登録の宇宙物体の能動的な除去と破壊のための適切な解決策 

3） 推奨の可能性がある事項 
以下のものが挙げられている。 
a) 複数のガイドライン領域に現れる課題（LTS ガイドラインのテーマ A ～ D）に関

する議論を含む、課題プロセス内で繰り返し指摘されているテーマのさらなる研

究 
b) 次のようなテーマ領域や潜在的な新しいガイドラインについて議論するための専

門家グループの結成 
i. SSA（情報の共有と調整を含む） 

ii. 小型宇宙物体の設計と運用 
iii. スペースデブリ低減、および、 軌道上ミッション 
iv. 深宇宙ミッションの持続可能性 
v. 有人宇宙飛行の持続可能性に関する安全上の考慮事項 

vi. Dark and quiet sky 
なお、UAE から WG の下部組織として SSA に関する非公式コンサルティングを行

うエクスパートグループ（EB）設立の提案が上がっている。日本はじめ、賛同する国

は多いが EB の役割と目的をより明確にすべきとの課題が上がっており。現状どのよ

うに動くか更に情報収取と分析が必要であると考えられる。 
 

(3) SSR 関連 
ESA はゼロ・デブリ政策の技術報告を行ったが、SSR については言及が無かった。過

去数年は SSR の開発を主導していることを報告していたが、ゼロ・デブリ政策関連の中

で SSR の開発実績も活用計画等の紹介が何もないことから、ESA が SSR の活用をあま

り検討していないことを示唆する可能性がある。 
また、SSR 協会が本部をおくスイスからも特に言及はなかった。以前（2022 年頃）、

SSR協会/EPFLはスイス代表枠で SSRの報告を行ったが、その後、現在までスイスから

積極的な発言はない。 
一方、英国は、宇宙環境保全に必要な組織構成や技術項目を整理していた。すなわ

ち、Governance & Regulations、Modelling、Technology といった 3 点の重点分野を担

当する組織とそれらの分野を横繋ぎするための Communication and Project 
Management 組織での活動が有効としており、それぞれの実施内容を定義している。

ESSI との関連について言及はなかったが、今後の計画として、「規制ではなく、⾃主的

/インセンティブに基づくもの」、「定量的指標と定性的指標の利⽤」等、英国が SSR 的



―29― 

なものを考えているのは読み取れる。ESSI が英国の方針をどう取り込むのか注視が必要

と考えられる。なお、英国は「SSR の活用」には言及していない。 
[3] ルールメイキングの見通し 
(1) SSR 及び SSR に類似したフォーラム標準の動向 

SSR については STSC ではほぼ議論がないものの、上記[2](3)に示したように英国の動

向については引き続き注視する必要があると考えられる。 
(2) 特に注視すべきと考えられる動向 

上記[2](2)の LTS2.0 WG で「課題」として挙げられた項目は産業に影響を及ぼす項目

であり、欧州、英国、米国等に動向を注視する必要がある。LTS の議論には STM、

SSA、Dark and quiet sky も含まれており、LTS の議論を中心に各項目のルールメイキ

ングの動向及び国内産業への影響を注視する必要がある。ドイツの「STM が最重要

ISSUE と考えている」との意見表明、イタリアの「SSA の能力向上が安全な運用のキー

となる」との意見表明、アラブ首長国連主導での SSA のエクスパートグループ設立提案

等、動きが早い。ＬＴＳの議論は停滞しているものの、STSC において STM、SSA、

Dark and quiet sky については特に注視すべきである。 
(3) 2024 年 10 月の Intelsat 33e の破砕について 

2025 年 1 月の 10th CNES Workshop on End of Life Satellites and Sustainable 
Technologies では、CNES から TAROT 望遠鏡ネットワークを用いた観測結果の発表が

あった。その際に、CNES はこの事象がケスラーシンドロームを引き起こすことは少な

い、としていた。それに対し、ロシアは STSC でテクニカルプレゼンテーションを行

い、（他の破砕の観測データも併せて）米国の破砕情報公開の不備とケスラーシンドロ

ームを引き起こす可能性を示している。 
このように（自国・他国の）破砕事象の環境への影響への評価や原因特定、STM にお

ける衛星の安全運用、自国衛星の保全のいずれについても、高度な「SSA の技術」と観

測ネットワークがないと正確な評価ができない。STM や宇宙環境保全のルール形成のた

めの発言力を確保するためにも SSA をはじめとした技術力の充実は不可欠と推定され

る。 
 
A.2 有識者ヒアリング概要 
本調査研究では、5 名の有識者に対し、宇宙環境保全の国際ルールの最新動向に関連したヒアリングを

行った。表 A.2.6～表 A.2.10 に個々のヒアリング内容の概要を示す。 
 

 表 A.2.6 有識者 A ヒアリング概要 
専門等 標準化による国際ルール形成、産業政策等 
ヒアリングのポイ
ント 

• 現在、発展初期段階にある分野において、ルールメイキングの観点で我が国がとるべ

き戦略について 
• SSRのような、宇宙環境保全に関するルールを認証に結び付けた事業が既に走り始め

ている中で、我が国が取り得る対応策について 
コメント • SSRのように既には知り始めている認証事業に後から参画して自分たちの意見を取り

込んでもらうことは、一般的には難しいが、例えば、以下の戦略が考えられる。 
- キーパーソンとなる方との関係を築き、その方と調整しながら意見を主張してい

く。 
- 別のフォーラム標準をつくる（そして、新しい認証事業を立ち上げていく）。 
- ISO に提案し、ISO の場で自分たちの意見を主張していく。 

• 今後の宇宙環境保全に関連したルールメイキングについては、以下の点を考慮すると

よいだろう。 
- 調達力の高い企業や国の積極的参加を得るとよい。 
- 民間企業の経済的利益をできるだけ具体的に（ステークホルダ別に）見えるように

するとよい。 
- 国内外の仲間づくりが大切。その際、ステークホルダ全体の利害関係を考えて、仲

間を徐々に大きくする戦略を立てるとよい。 
• 新しい分野に必要となる機器の規格や標準をつくることで我が国が世界をリードする

ことはあり得る。例えば、SSA用の望遠鏡の規格をつくるなど。認証まで行って世界

をリードすることは容易ではないだろうが、規格であれば可能性は高い。 
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表 A.2.7 有識者 B ヒアリング概要 
専門等 SSA に関する政策研究 
ヒアリングのポイ
ント 

• STM、SSA に関する国際ルールの今後の見通し 
• SSR のような、宇宙環境保全に関するルールを認証に結び付けた事業に対する所感 

コメント • SPD3 に基づき、国際的な STM の議論がなされており、マニュアル作りが進んでい
る。STM の肝となるのが SSA とデブリ問題と考えている。 

• “軌道上サービスガイドライン”では、接近運用を行う場合には SSA 機関・事業者と
契約し、SSA サービスを使って運用する、ということになっている。 

• 国内にも SSA をやっている企業はいくつかある（事業としてではなく自社の衛星用
に SSA を用いることも含めて）。 

• SSAを用いた事業としては、海外には、衛星が電気推進で高度を上げるときに「見守
りサービス」を提供している企業もある（CSpOC の情報では不十分とする企業もあ
り、そういった企業に提供している）。 

• SSAの場合、座標系が違うだけでもデータのやりとりが大変になる。そういた技術的
なスタンダードを揃えれば、グローバルなサービスを展開しやすくなるだろう。 

• また、世界的に見ても、地球全球を完全にカバーしている SSA 機関・事業者がある
わけではないようである。SSAの場合、枠組みの構築が重要であり、アジア・太平洋
地域でネットワークを組むことが考えられ、例えば、APRSAF で議論できる可能性
がある。 

• なお、天文分分野では、天体を発見・観測・追跡するために組織された国際的なプロ
ジェクトとして、国際科学光学ネットワーク（ISON）がある。 

• 国際ルールメイキングについては、ルールに対して意見を主張できることが重要であ
る。国内に技術とルールの両方をもっていれば、主張できるだろう。実際、例えば、
軌道上サービスに関しては、日本はそれができているように見受けられる。 

• 宇宙機の破砕や宇宙機同士の衝突等、何かトラブルが発生した際、具体的に何が起こ
ったのか、自分が情報を持っていないと、先方の主張に反論ができず、不利益を被る
可能性がある。その意味でも、SSA の技術を有していることは重要。 

• 一般に、ルールメイキングは時間がかかり、そこでは人づくり、人脈づくりが重要と
なる。それゆえ、これに特化した組織、ミッションを与えられた人が対応し続けられ
るとよい（実際、長く同じことをやっている人が欧州には多い）。 

• したがって、常設の機関（シンクタンクというよりは、実務的な機関）が必要ではな
いか。標準を作ることができて、かつ、技術もわかるチーム（技術者、法務関係者、
認証関係者からなるチーム）であるとよいのではないか。 
 

• SSR にも DIT モジュールの評価項目には SSA サービスの基準があり、これは参考に
なる。SSRは「望ましい姿」を描いており、点数化には課題がないわけではないが、
基準を設けている点は有用である。 

表 A.2.8 有識者 C ヒアリング概要 
専門等 SSA 事業者 
ヒアリングのポイ
ント 

• SSA、STM、宇宙環境保全に関する国際ルールの最新動向及び産業化の見通し 
• 国際ルールが我が国企業や政策に与え得る影響や必要な検討・戦略・実行体制につい

て 
コメント • SSA のデータ標準については CCSDS の年２回の会合（アメリカと欧州）で議論され

ており、ISO にも反映されている。海外では民間企業も参加しているが、国内企業は
参加していない。このような議論に国内企業の情報を取り込めるようになるとよい。 

• 海外では SSA 事業者がコンステレーションの運用（特に、衝突回避運用）を担当し
ている事例もある。日本でも、SSAを利用したコンステレーションの運用技術の開発
が必要になってくる可能性がある。 

• これも含めて、軌道上での life cycle 技術（デブリ低減技術、デブリにならない技
術）が日本でも高まるとよいであろうし、そういった意味で、衛星事業者・運用者は
人工衛星の軌道把握能力をより向上させる必要が出てくるだろう。 

• 実際、海外では、そういったコンステレーション事業者が中心となって、オペレーシ
ョンのルール（ベストプラクティス、ガイドラインのようなもの）を民間主導で作り
つつある。一般に、このような場合、民間がルールを作った後、政府がそれを国内で
法制化し、さらに、それを海外に展開する可能性はある。 

• 国連では LTS2.0 を議論しており、現在、LTS のインプリメンテーションの情報を集
めている。（https://spacesustainability.unoosa.org/content/multimedia-0）。 

• UNISPACE IV が 2027 年に開催される予定で、STM がアジェンダの 1 つになってお
り、日本の提案で、ADR がテーマの一つとなっている。他の STM 関連技術の扱いに
ついても注視する必要があるだろう。 



―31― 

• 海外では、天文観測用の望遠鏡を設置し、それを SSA にも用いる動きがあるようで
ある。SSAに関しては、グローバルに観る設備をもつことで発言力をつける（ルール
メイキングを主導していく）、という流れになるかもしれない。このやり方は、宇宙
環境保全全体にも言えるのではないか。 

• 小さな物体に対する衝突リスクの把握や対策に関しては、国際的にも標準はまだな
い。ここを日本が主導できればよいかもしれない。 

• 実際、海外には 2cm 程度のものを観測できる SSA 事業者があるとされているが、ど
こまで品質評価ができているのか、どこまで衝突回避運用に利用できているかは、オ
ープンにはなっていない。このような観測技術の開発は今後重要になるかもしれな
い。ない、米国では 10cm 以下の物体の観測についてプロジェクトを組んでやってい
る（https://www.iarpa.gov/index.php/research-programs/SINTRA）。 

• 欧州に関しては、EU の STM 政策が着々と進んでいる感がある。英国に加えて、EU
の情報も収集するとよいだろう。 

• 日本でも、一部の衛星事業者は、JAXA のデブリ接近衝突確率に基づくリスク回避支
援ツール「RABBIT」を用いて衝突回避運用をしている。EU では衝突回避引用の体
制が整っているようである。 

• ルールを主導するためには、周囲の動向を知り、自身の持つ技術の位置づけを知って
おくことが重要。技術を持っているだけでは難しい。 

表 A.2.9 有識者 D ヒアリング概要 
専門等 デブリ問題 
ヒアリングのポイ
ント 

• いわゆる Debris Index などに関し、国際的にコンセンサスの得られた定量化手法を

認証に利用できる可能性について 
• SSR のような、宇宙環境保全に関するルールを認証に結び付けることについて 

コメント • Debris Index については、2010 年頃の段階では、海外ではあまり賛同が得られる状
況にはなく、特に、固体ブースターに不利な指標という受け止められ方がされていた
ように思われる。 

• 当初の Debris Index は、一個の物体が軌道上の寿命中に発生する物体の数と定義さ
れていた。その際に考慮されたのは衝突と爆発であり、回避動作の可能性と推進剤枯
渇に対しては係数を乗じることで軽減されていた。衝突頻度は高度で違うため、軌道
寿命中に高度が変わる物体については積分により Debris Index を求める。 

• SSR の Mission Index も、計算法や根拠、数値例を提示することで周囲からの理解を
得やすくするとよいのではないか。 

• 当初、小型衛星によりデブリが多く生じているという認識が一部にあったが、実際に
は、小型衛星や CubeSat の Debris Index の値は小さく、比較的大型で低軌道の衛星
の値が大きくなることを示した[57]。なお、静止衛星はその高度の物体密度が低いた
めに小さな値に留まる。 

• 最近の状況に Debris Index 等を適用する場合には、単発の衛星とラージ・コンステ
レーションとで重みづけを適切に変える必要がある。 

• 固体ロケット等から排出されてオゾン層に影響を与えるとされているアルミナについ
ては、その環境への影響を定量的に評価することは容易ではないため、排出量だけで
評価することも考えられる。 

• 衝突回避のルールに関しては、海洋法との比較がよくされるが、船舶の場合には二次
元での回避であるのに対し、人工衛星の場合には三次元での回避であるという違いが
あること、人工衛星の場合、回避能力を持っていたとしても、通信途絶等の不具合に
より回避できないことがあることなども考慮に入れる必要があるだろう。 

• ADR 技術は重要であり、過去にも研究はされていたが、最近ではサービス事業化さ
れており、国内では法整備もなされていて、喜ばしいこと。 

• 一般に、技術もルールも透明性が重要。技術については特許等も含め、中身の開示が
困難であろうが、技術の中身ではなく、技術の結果として現れることを評価すればよ
いのではないかと考えられる（例えば、その技術によって、宇宙環境保全に関してど
のような効果があったのかを論じるなど）。 

• いわゆる 25 年ルールのきっかけとなったのは、宇宙空間におけるある物体分布モデ
ルを用いて、軌道寿命と衝突確率との関係を計算したところ、25 年を境に、衝突確
率が大きく下がったからとされている。ただし、PMD は考慮していない。当時と現
在とでは宇宙環境が異なるので、いま、同じ計算をすると、もっと短い年数になると
予想される。 

• SSRのように宇宙環境保全に関する活動にインセンティブを与えることは、インセン
ティブ自体に加えて、警告という意味でも大事である。実際、衛星事業者にとって、
「自分たちの衛星が宇宙環境に対してどのくらい悪影響を及ぼすものなのか」を確
認・自覚することは大事。 
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• SSR の Mission Index[58]については、高度 700km 以下ではかなり小さな値になって
いる点が気になる。2017 年の論文をベースにしているように読めるが、その頃はま
だラージ・コンステレーションが実現していないので、現在の状況を踏まえると、異
なった値になる可能性がある。 

表 A.2.10 有識者 E ヒアリング概要 
専門等 宇宙環境保全問題（海外） 
ヒアリングのポイ
ント 

• 主に欧州・フランスにおける宇宙環境保全に関する国際ルールの最新動向について 
• SSR のような、宇宙環境保全に関するルールを認証に結び付けることについて 

コメント • SSR は、3 つの課題（表 2.2.1）を解決すれば、有効な評価ツールとして活用される
可能性がある。 

• フランスでは、宇宙機の再突入が宇宙環境に及ぼす影響（アルミナ等による影響）に
ついて学術研究が進められている。まだ規制や標準等のルール化には至っていない。
IAA で Study Group を立ち上げることを検討中である。 

• 今後は、デオービットにより再突入した衛星が確実に燃え尽きて残留しないようにす
るための設計“Design for Non-Demise” (D4ND)が重要となる。そのための研究を進
め、メガ・コンステレーションが広がる前に、適切な勧告をする必要がある。 
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